
国有林野
事業の
取組

平
成
元
年
度
以
降
は
、
組
織
の
編
成
に
伴
い
静

岡
営
林
署（
現
在
の
静
岡
森
林
管
理
署
）で
実
施
し

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
13
年
度
に
大
井
川
中
流
域

の
榛
原
川
地
区
を
事
業
区
域
に
加
え
、
新
た
に
発

足
し
た
関
東
森
林
管
理
局
直
轄
の
大
井
川
治
山
セ

ン
タ
ー
が
実
施
す
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。

 

は
じ
め
に

「
箱
根
八
里
は
馬
で
も
越
す
が
、
越
す
に
越
さ

れ
ぬ
大
井
川
」
と
歌
わ
れ
た
大
井
川
は
、
南
ア
ル

プ
ス
の
標
高
３
︐０
０
０
ｍ
級
の
山
々
に
源
を
発

し
、
静
岡
県
の
ほ
ぼ
中
央
部
を
縦
貫
し
て
駿
河

湾
に
注
ぐ
幹
川
流
路
延
長
1
6
8
km
、
流
域
面
積

1
︐2
8
0
㎢
の
大
河
川
で
す
。

源
流
部
一
帯
は
、
間あ

い
ノの

岳だ
け
、
塩し
お
見み

岳だ
け
、
赤あ
か
石い
し
岳だ
け

等
の
名
峰
が
そ
び
え
、
南
ア
ル
プ
ス
国
立
公
園
や

奥
大
井
県
立
自
然
公
園
に
指
定
さ
れ
る
な
ど
豊
か

な
自
然
を
誇
る
一
方
で
、
中
央
構
造
線
と
糸
魚
川

‒
静
岡
構
造
線
に
挟
ま
れ
、
複
雑
に
断
層
が
交
錯

す
る
地
質
条
件
と
、
降
雨
も
多
く
急
峻
と
い
う
厳

し
い
自
然
条
件
の
た
め
、
侵
食
が
著
し
く
、
山
地

荒
廃
が
進
ん
で
い
ま
す
。

昭
和
30
年
代
以
降
、
人
々
の
環
境
保
全
へ
の
関

心
が
高
ま
る
な
か
、
静
岡
県
か
ら
の
流
域
保
全
に

つ
い
て
の
要
請
等
も
踏
ま
え
、
当
該
流
域
の
荒
廃

地
を
復
旧
し
、
豊
か
な
暮
ら
し
を
実
現
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
、
昭
和
41
年
度
か
ら
東
京
営
林
局

（
現
在
の
関
東
森
林
管
理
局
）が
、
大
井
川
上
流
域

の
荒
廃
し
た
民
有
林
を
対
象
と
し
た
民
有
林
直
轄

治
山
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

大
井
川
流
域
の
治
山
事
業
の
歩
み

センター
概要

　大井川治山センターは、民有林直轄治山事業を専門
に行う機関として、平成13年に川根本町に設置されま
した。民有林直轄治山事業は、事業規模の大きさ、高
度な技術の必要性などを考慮し、国土保全上特に重要
と認められるものについて、都道府県からの要請を踏
まえて、国が民有林において行う事業です。
　大井川治山センターでは、静岡県静岡市の北部に位
置する大井川上流域と、川根本町の西部に位置する大
井川中流域の榛原川地区を事業エリアとして、事業エ
リア内の民有林に多数所在する荒廃地の復旧等に取り
組んでいます。
　また、復旧対策のほか技術開発や普及啓発活動にも
力を入れています。

静岡県榛原郡川根本町千頭９５０－２

36，804ha
うち大井川地区　34，914ha
うち榛原川地区　　1，890ha

静岡県、静岡市、川根本町

所在地

事業区域面積

関係自治体

関
東
森
林
管
理
局　
大
井
川
治
山
セ
ン
タ
ー

大井川

榛原川地区

大井川地区

大井川治山センター

：センター管轄区域

静岡県

榛原川流域の復旧状況

大井川治山センター庁舎
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お
わ
り
に

治
山
事
業
は
、
森
林
の
維
持
造
成
を
通
じ
て
山

地
に
起
因
す
る
災
害
か
ら
国
民
の
生
命
・
財
産
を
保

全
す
る
と
と
も
に
、
水
源
の
涵
養
、
生
活
環
境
の
保

全
・
形
成
等
を
図
る
極
め
て
重
要
な
国
土
保
全
施
策

の
一つ
で
あ
り
、
安
全
で
安
心
で
き
る
豊
か
な
く
ら

し
の
実
現
を
図
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
な
事
業
で
す
。

ま
た
、
事
業
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、

地
元
自
治
体
や
土
地
所
有
者
の
方
々
を
は
じ
め
、

地
域
の
皆
様
の
理
解
や
協
力
が
不
可
欠
で
す
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
大
井
川
治
山
セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
年

地
元
へ
の
事
業
説
明
会
の
開
催
、
登
山
道
の
清
掃

活
動
、
地
域
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
、
庁
舎
内
で
治
山

施
設
の
模
型
や
パ
ネ
ル
展
示
を
行
う
な
ど
、
治
山

事
業
の
普
及
啓
発
活
動
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
地
元
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に

し
な
が
ら
、
地
域
の
皆
様
が
安
全
で
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
地
域
づ
く
り
に
貢
献
で
き
る
よ
う
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

UAV３次元測量における面積計測

治山施設の模型展示

こ
れ
ま
で
の
取
組
及
び

今
後
の
整
備
方
針

急
流
河
川
で
あ
る
大
井
川
の
流
域
は
、
年
間
降

水
量
が
3
︐0
0
0
mm
を
超
え
て
お
り
、
大
き
な

災
害
に
見
舞
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
明

治
38
年
か
ら
昭
和
40
年
ま
で
の
間
に
は
人
的
被
害

や
家
屋
全
壊
な
ど
の
災
害
が
幾
度
と
な
く
発
生
し

技
術
開
発

大
井
川
治
山
セ
ン
タ
ー
で
は
、
治
山
工
事
施
工

の
中
で
、
新
た
な
工
法
や
コ
ス
ト
縮
減
に
係
る
工

法
等
の
開
発
及
び
検
証
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
I
C
T
技
術
の
導
入
に
向
け
、
U
A
V

写
真
測
量
及
び
地
上
レ
ー
ザ
ー
ス
キ
ャ
ナ
測
量

（
T
L
S
測
量
）と
従
来
の
巻
尺
を
用
い
た
測
量
と

の
比
較
・
検
証
や
、
衛
星
通
信
を
活
用
し
遠
隔
地

に
あ
る
工
事
現
場
や
施
設
を
現
場
に
行
か
ず
に
確

認
す
る
遠
隔
臨
場
の
試
行
も
行
っ
て
い
ま
す
。

て
い
ま
し
た
。

大
井
川
治
山
セ
ン
タ
ー
で
は
、
事
業
開
始
以

降
、
関
東
森
林
管
理
局
長
が
作
成
す
る
大
井
川
地

区
民
有
林
直
轄
治
山
事
業
全
体
計
画
に
基
づ
き
、

荒
廃
渓
流
に
あ
る
不
安
定
土
砂
の
移
動
や
侵
食

を
防
止
す
る
渓
間
工
や
、
崩
壊
し
た
山
腹
斜
面
を

安
定
さ
せ
表
土
の
侵
食
防
止
を
行
い
、
早
期
に
緑

化
を
図
る
山
腹
工
を
継
続
し
て
実
施
し
て
き
ま
し

た
。
そ
の
成
果
も
あ
っ

て
、
近
年
で
は
被
害
が

減
少
傾
向
に
あ
り
、
こ

れ
ま
で
整
備
し
て
き
た

治
山
施
設
が
効
果
を
発

揮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
今
後
も
大
井

川
地
区
民
有
林
直
轄
治

山
事
業
全
体
計
画
に
定

め
ら
れ
た
整
備
目
標
・

整
備
方
針
に
基
づ
き
山

地
災
害
の
発
生
リ
ス
ク

が
高
い
箇
所
か
ら
優
先

的
に
整
備
す
る
と
と
も

に
、
集
中
豪
雨
な
ど
の

自
然
災
害
に
よ
り
新
た

な
荒
廃
地
が
発
生
し
た

場
合
に
は
、
災
害
復
旧

事
業
に
よ
っ
て
対
処
す

る
な
ど
、
地
元
自
治
体

ほ
か
地
域
の
要
望
も
踏

ま
え
つ
つ
、
土
地
所
有

者
や
関
係
機
関
と
の
調

整
を
図
り
、
整
備
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。

榛原川流域の復旧状況（山腹工） 大井川流域の復旧状況（渓間工）
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